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令和５年１月 武雄市農業委員会「総会」議事録 

 

 

 １．日 時    令和５年１月５日（木） 

          （開会）１３時３０分 （閉会）１４時２０分 

 
 ２．場 所    武雄市文化会館  ミーティングホール 

 

 ３．農業委員出席状況   出席者１８人  欠席者１人 

 

 ４．農地利用最適化推進委員で出席した者 

    なし 

 

 ５．協議事項  

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について       ８件 

    議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について       ４件 

    議案第３号 農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第５条の 

許可申請について                   １件 

    議案第４号 武雄市農用地利用集積事業計画（案）について 

議案第５号 農業振興地域内、農用地からの除外について 

    議案第６号 武雄市非農地証明願いについて             ６件 

報告第１号 農地等形状変更届について               ２件 

 

 ６．議事内容 以降記載 

 

―――――――――――――――――《開会》 ―――――――――――――――――― 

 

事務局長   皆様こんにちは。時間になりましたので、令和５年１月の農業委員会「総

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

１ 大島  栄 ○  １１ 川口 敏広 〇  

２ 富永 光男 ○  １２ 古川さゆり 〇  

３ 中尾 正悟 ○  １３ 稲富  守 〇  

４ 佐佐木幸夫 ○  １４ 永石 芳彦 〇  

５ 松尾 隆博 ○  １５ 山下 英喜 ○  

６ 中村 和仁  ○ １６ 澤井富二郎 〇  

７ 中村 一明 ○  １７ 坂口 友久 〇  

８ 田代 了三 ○  １８ 相原 經憲 〇  

９ 山田 義利 ○  １９ 岩橋 久美 〇  

１０ 向井 健作 ○      



 3 

会」を始めさせていただきます。 

本日は、農業委員１８人の出席、欠席者１名ということで、在任委員の過

半数以上の出席となります。農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規

定によりまして、本日の総会は成立をいたします。 

それでは会長、議事進行をお願いします。 

 

会 長   （農業情勢等の報告等については省略） 

       ただ今から、令和５年１月の武雄市農業委員会総会を開会します。 

今回は、議案第１号から第６号までの審議をお願いします。 

本日の議事録署名人に、議事録署名人に、１０番 向井委員、１９番 岩橋 

委員を指名します。 

       それでは、議案審議の前に、事務局から報告事項をお願いします。 

 

事務局    １２月総会審議後の転用許可状況について報告。内容は省略。 

 

会 長    事務局からの報告に対して、皆様からお尋ね等はございませんか。 

 

（なし） 

 

会 長    特に無いようですので、審議事項に入ります。 

 

―――――――――― 《議案第１号 農地法第３条 許可申請》 ――――――――― 

 

会 長    では、議案第１号を議題といたします。 

農地法第３条の規定による許可申請が８件提出されております。 

申請番号１番については、○○番 ○○委員が譲受人であり、農業委員会法

第３１条に基づく議事参与の制限により、議案第１号１番の議事開始から終

了まで退席をお願いします。 

 

（○○委員 退席） 

 

では１番の案件について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局    失礼いたします。それでは議案第１号についてご説明させていただきます。

資料につきましては、議案書の１ページになります。 

まず、申請番号１番です。権利の内容は所有権の移転になっております。 

土地は、○○町の田１筆の４６９㎡。譲渡人は、市外に居住しているため、

土地を贈与したい。譲受人は、自宅に近く耕作しやすい。ということで申請

が提出されています。農地の価格は、発生しておりません。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。この件について、地元委員さんから補足説明
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があれば、その説明を受けてから質疑に入りたいと思います。 

地元委員さん、何かございませんか。 

 

       （地元委員による補足説明なし） 

 

会 長    質疑を始めます。ご意見、ご質疑等あれば出していただきたいと思います。

何かございませんか。 

 

       （質疑なし） 

 

会 長     それでは、議案第１号の１番の質疑をとどめます。 

議案第１号 1 番の農地法第３条の規定による許可申請について、許可する

ことにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

       よって、議案第１号の１番は、農地法第３条の規定による許可申請につい

て許可することに決しました。 

 

（○○委員 入席） 

 

次の申請番号２番については、○○推進委員が譲受人であり、農業委員

会法第３１条に基づく議事参与の制限により、議案第１号２番の議事開始

から終了まで退席をお願いします。 

 

（○○推進委員 退席） 

 

では２番の案件について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局    申請番号２番です。権利の内容は、所有権移転で土地は○○町の畑１筆の

１，０６７㎡。申請理由は、譲渡人が高齢で耕作・管理することができない。

譲受人は、親の代より耕作しており、自宅に近く耕作しやすい。ということ

で申請が提出されています。農地の価格につきましては、１４～５年前に山

を含めて○○円となっています。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。この件について、地元委員さんから補足説明

があれば、その説明を受けてから質疑に入りたいと思います。 

地元委員さん、何かございませんか。 

 

       （地元委員による補足説明なし） 
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会 長    質疑を始めます。ご意見、ご質疑等あれば出していただきたいと思います。

何かございませんか。 

 

       （質疑なし） 

 

会 長     それでは、議案第１号の２番の質疑をとどめます。 

議案第１号２番の農地法第３条の規定による許可申請について、許可する

ことにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

       よって、議案第１号の２番は、農地法第３条の規定による許可申請につい

て許可することに決しました。 

 

（○○推進委員 入席） 

 

会 長    それでは、次の３番から８番の案件について、事務局から説明をお願いい

たします。 

 

事務局    申請番号３番です。権利の内容は、所有権移転で土地は○○町の畑１筆の

４４㎡。申請理由は、譲渡人が市外に居住しているため、土地を贈与したい。 

譲受人は自宅に近く、耕作しやすい。ということで申請が提出されています。

農地の価格につきましては、発生しておりません。 

申請番号４番、権利の内容は、所有権移転で土地は○○町の畑２筆の１９

４㎡。申請理由は、譲渡人が市外に居住しているため、土地を贈与したい。 

譲受人は自宅に近く、耕作しやすい。ということで申請が提出されています。

農地の価格につきましては、発生していません。 

       申請番号５番、権利の内容は、所有権移転で土地は○○町の田３筆の１４

６８.９４㎡。申請理由は、譲渡人が市外に居住している為、耕作・管理がで

きない。譲受人は、現在も耕作・管理をおこなっている。ということで申請

が提出されています。農地の価格につきましては、３筆で○○円です。 

申請番号６番、権利の内容は、所有権移転で土地は○○町の畑１筆の３４

２㎡。申請理由は、農地所有者は申請地を相続したが、その後一度も耕作す

ることがなく、近隣者らにより耕作されていた。今後も現所有者は耕作の意

思がないので隣接者に贈与する。ということで申請が提出されています。農

地の価格につきましては、発生しておりません。 

       申請番号７番です。権利の内容は、所有権移転で土地は○○町の畑１筆の

９９㎡。申請理由は、農地所有者は申請地を相続したが、その後一度も耕作

することがなく、近隣者らにより耕作されていた。今後も現所有者は耕作の
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意思がないので隣接者に贈与する。ということで申請が提出されています。

農地の価格につきましては、発生しておりません。 

申請番号８番です。権利の内容は、所有権移転で土地は○○町の田１筆の

２５３㎡。申請理由は、譲渡人が市外に居住している為、家と田を併せて譲

りたい。譲受人は家と田を譲り受けたい。ということで申請が提出されてい

ます。農地の価格につきましては、宅地と含めて購入のため不明です。 

以上、６件については、全て３つの判断基準を満たしていると判断してい

ます。事務局からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い

します。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。この６件について、地元委員さんからの補

足説明があれば、その説明を受けてから質疑に入りたいと思いますが、あり

ませんか。 

        

      （地元委員からの説明なし） 

 

会 長    それでは質疑を開始します。何かございませんか。 

 

○○番委員   経営面積の自作面積の中には田だけの面積でしょうか。 

 

事務局    面積の中には田と畑の面積が入っています。 

 

会 長    他に無いですか。なければ質疑をとどめます。議案第１号 農地法第３条

の規定による６件の許可申請について、許可することに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。よって、議案第１号農地法第３条の規定による６件

の許可申請については、許可することに決しました。 

 

―――――――――― 《議案第２号 農地法第５条 許可申請》 ――――――――― 

 

会 長    次に、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請を議題といたしま

す。農地法第５条の規定による許可申請が４件提出されております。この議

案について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    それでは議案第２号についてご説明いたします。議案書 3 ページをお願い

します。申請番号１番。権利の内容は所有権の移転、土地は、○○町にあり

ます田１筆畑１筆の合計２筆の面積が４８４㎡です。申請理由は、住環境も

よく、住宅用地として適地と判断したため。というものです。同時利用地と

して山林、宅地を含む１１９８.９９㎡に５区画の宅地分譲を計画されており
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ます。工事完了時期につきましては令和５年５月３１日です。農地区分及び

許可基準の該当事項につきましては、資料記載のとおりでございます。 

続きまして、申請番号２番です。権利の内容は所有権移転となっておりま

す。土地は○○町にあります田１筆畑２筆の合計３筆で面積９４４㎡の農振

除外済となっています。申請理由は、住環境もよく譲受人も高齢で管理が難

しいとのことから建売分譲住宅用地として適地と判断したため。ということ

です。工事完了時期につきましては令和５年６月３０日の予定です。農地区

分及び許可基準の該当事項につきましては、資料記載のとおりでございます。 

申請番号３番です。権利の内容は所有権移転となっております。土地は○

○町にあります畑１筆の面積９５㎡です。申請理由は、自宅の空きスペース

を駐車場として利用していたが、手狭な為、自宅に隣接した申請地を駐車場

として整備したい。ということです。工事完了時期につきましては令和５年

４月３０日の予定です。農地区分及び許可基準の該当事項につきましては、

資料記載のとおりでございます。 

続きまして申請番号４番です。権利の内容は使用貸借権設定となっており

ます。土地は○○町にあります田１筆の面積２６１㎡です。申請理由は、現

在アパート住まいの為、将来を考え実家近くに一般住宅を建築したい。とい

うことです。工事完了時期は令和５年１０月３０日の予定です。農地区分及

び許可基準の該当事項につきましては、資料記載のとおりでございます。 

事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。地元委員さんから補足説明があれば、その

説明を受けてから質疑に入りたいと思います。地元委員さん、何かございま

せんか。 

 

      （地元委員による補足説明なし） 

 

会 長    無いようですので、質疑を開始します。何かございませんか。 

それでは、質疑も無いようですので、質疑をとどめます。 

議案第２号農地法第５条の規定による４件の許可申請については、「本委員

会としては許可しても差し支えない」との意見を付けて、佐賀県知事に送る

ことに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、議案第２号 農地法第５条の規定による４件の許可申請について

は、「本委員会としては許可しても差し支えない」との意見を付けて、佐賀県

知事に送ることに決しました。 
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―――≪議案第３号 農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第 5 条許可申請≫――― 

 

会 長    次に議案第３号農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第 5 条許可申請

を議題といたします。農地転用許可後の事業計画変更承認申請が１件提出さ

れています。この議案について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    議案第３号について説明します。資料は、議案書５ページです。申請番号

１番、権利の内容については所有権移転となっています。土地は○○町の畑

１筆の２０８㎡。申請理由は、令和４年７月２１日許可されたもので当初の

計画では、譲渡人は妻と娘に使用貸借による転用を計画されていたが、今回、

譲渡人の体調が芳しくなく、万が一のことを想定し、妻への所有権移転に切

り替えたい。ということで事業計画変更を提出されております。工事完了時

期については令和５年５月３０日となっています。事務局からの説明は以上

でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。この件について、地元委員さんから補足説明

はありませんか、なかったら質疑に入りたいと思います。 

 

○○番委員  当初はご主人で申請されていたのですが体調が悪いので奥さんに変更した

いということでしたのでよろしくお願いします。 

 

会 長    他にございませんか。なったら質疑を開始します。何かございませんか。 

それでは、質疑も無いようですので、議案第３号の質疑をとどめます。 

議案第３号農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第 5条許可申請１件

につきましては、本委員会としては承認しても差し支えないむね、佐賀県知

事に進達することに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長     異議なしと認めます。 

よって、議案第３号農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第 5条許可申請

１件については、「本委員会としては許可しても差し支えない」との意見を付け

て、佐賀県知事に送ることに決しました。 

 

―――――――――《議案第４号 武雄市農用地利用集積事業計画（案）》―――――― 

 

会 長    次に、議案第４号を議題といたします。 

議案第４号「武雄市農用地利用集積事業計画（案）」について、事務局の説

明をお願いいたします。 

 

事務局    失礼いたします。１ページをご覧ください。こちらに「令和４年度第１０
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号利用権設定計画（案）」を記載しています。 

２ページをご覧ください。こちらに内訳を記載しています。 

武雄町、なし 

橘町、田、再設定、１件、１筆、３８６４㎡。 

朝日町、田、再設定、１件、１筆、１４４９㎡。 

若木町、田、新規、１件、１筆、１７０㎡。 

再設定、１件、６筆、６０９４㎡。 

武内町、田、再設定、２件、４筆、５０７０㎡。 

東川登町、田、再設定、１件、１筆、１００㎡。 

畑、再設定、１件、２筆、６８５㎡。 

西川登町、なし 

山内町、田、新規、３件、８筆、７３４１㎡。 

再設定、２件、４筆、３１４０㎡。 

       北方町、田、新規、１件、２筆、５９０９㎡。 

再設定、２件、４筆、１１６９０㎡。 

となっています。３ページ以降に各町の詳細を記載しています。 

また、利用権の解除については、１１ページに記載していますのでご確認

ください。 

以上、農業経営基盤強化促進法、第１８条３項の要件を満たしていると考

えます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。それでは議案第４号について、質疑を開始

します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長   意見も無いようでございますので、議案第４号の質疑をとどめます。 

        議案第４号 武雄市農用地利用集積事業計画（案）について、原案どおり承

認することに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、議案第４号 武雄市農用地利用集積事業計画（案）については、原

案どおり承認することに決しました。 

 

――――――《議案第５号 農業振興地域内、農用地からの除外について》―――――― 

 

会 長    次に議案第５号を議題といたします。「農業振興地域内、農用地からの除外

に対する意見について」、農林課の説明をお願いします。 
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農林課    失礼いたします。農林課の○○です。議案第５号につきまして、提案させ

ていただきます。 

       議案書の 1 ページに農振除外を行う１４件の３０筆のリストをつけており

ます。２ページをご覧ください。申請番号１番、除外目的駐車場・資材置き

場で除外場所が○○町の畑２筆田２筆２１５３㎡、申請番号２番、除外目的

駐車場・植え込みで除外場所が○○町の畑１筆１５２㎡、申請番号３番、除

外目的駐車場及び重機置き場で除外場所が○○町の畑２筆７３７㎡、申請番

号４番、除外目的建設資材置き場で除外場所が○○町の田１筆１５４９㎡、

申請番号５番、除外目的植林で除外場所が○○町の畑１筆田２筆１１２５㎡、

申請番号６番、除外目的植林で除外場所が○○町の田１筆９２４㎡、申請番

号７番、除外目的携帯基地局設置で除外場所が○○町の田１筆２１３㎡、申

請番号８番、除外目的賃貸住宅で除外場所が○○町の田３筆２０８９㎡、申

請番号９番、除外目的特別高圧送電線路の建設で除外場所が○○町の田４筆

５３４㎡、申請番号１０番、除外目的特別高圧送電線路の建設で除外場所が

○○町の田２筆５８７㎡、申請番号１１番、除外目的特別高圧送電線路の建

設で除外場所が○○町の田１筆３２９㎡、申請番号１２番、除外目的特別高

圧送電線路の建設で除外場所が○○町の田１筆３２２㎡、申請番号１３番、

除外目的特別高圧送電線路の建設で除外場所が○○町の田２筆２４９㎡、申

請番号１４番、除外目的資材置き場で除外場所が○○町の畑４筆１１８２㎡

であります。以上、１４件につきまして、農林課としては、農振除外の５要

件を満たしていると判断をいたしまして、受付をした案件でございます。 

あと２ページから４ページにわたって１４件の概要を記載しております。

５ページ目から４４ページまでにそれぞれの字図、計画平面図をつけており

ます。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

会 長    農林課の説明が終わりました。それでは議案第５号について、質疑を開始

します。何かございませんか。 

 

○○番委員  ６番についてですが、圃場整備がありとなっているが土地改良区関係はど

うなっているのでしょうか。 

 

農林課    こちらは武雄東部土地改良区に意見照会を行いまして、特に差し支えない

と回答を頂いているところです。 

 

○○番委員  わかりました。 

 

会 長    他に無いですか。なければ質疑をとどめます。無いようでございますので、

議案第５号の質疑をとどめます。 

        議案第５号 農業振興地域内、農用地からの除外に対する意見については、

「農業振興施策の推進に著しい支障を及ぼすことがないと認められる」と回

答することに異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長   異議なしと認めます。議案第５号 農業振興地域内、農用地からの除外に対す

る意見については、「農業振興施策の推進に著しい支障を及ぼすことがないと

認められる」と回答することに決しました。 

 

―――――――――――《議案第６号 武雄市非農地証明願申請》―――――――――― 

 

会 長    次に議案第６号を議題といたします。「武雄市非農地証明」について６件の

証明願が提出されています。この案件について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    それでは、議案第６号について御説明をさせていただきます。議案書の６

ページをお開きください。 

議案第６号、武雄市非農地証明願申請につきまして、申請番号１番です。

土地につきましては、○○町にあります、畑１筆です。以前はみかん畑だっ

たが、40 年ほど前にみかんの木を伐採して植林した。ということで非農地証

明事務処理要領の該当事項５号に該当するものであります。 

申請番号２番、土地は、○○町にあります、田１筆です。昭和 45年頃道路

整備のために武雄市が取得した。現在は、道路や駐車場等として使用してい

る。ということで非農地証明事務処理要領の該当事項６号に該当するもので

あります。 

申請番号３番、土地は、○○町にあります、田３筆、畑１筆です。昭和 45

年頃道路整備のために武雄市が取得した。現在は、「ふれあいひろば」として

使用している。ということで非農地証明事務処理要領の該当事項６号に該当

するものであります。 

申請番号４番、土地は、○○町にあります、畑１筆です。12、3年前から耕

作しなくなり、現在は竹林状態になっている。ということで非農地証明事務

処理要領の該当事項４号に該当するものであります。 

申請番号５番、土地は、○○町にあります、畑２筆です。平成 24年に母が

亡くなり、管理が出来なくなったため、雑木が生繁っている。ということで

非農地証明事務処理要領の該当事項４号に該当するものであります。 

申請番号６番、土地は、○○町にあります、田１筆です。昭和 50年代に何

年か水稲を試みたが軟弱地盤のため、不作だったのでその後植林した。とい

うことで非農地証明事務処理要領の該当事項５号に該当するものであります。 

事務局からの説明は以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。議案第６号について、地元委員さんの補足

説明があれば、それを受けてから質疑に入りたいと思いますが、地元委員さ

ん何かございませんか。 
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      （地元委員補足説明なし） 

 

会 長    無いようですので、質疑を開始します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    意見も無いようですので、質疑をとどめます。 

議案第６号、６件の武雄市非農地証明願いにつきまして、原案どおり証明

することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、議案第６号 武雄市非農地証明６件について原案どおり証明するこ

とに決しました。 

 

――――――《報告第１号 農地等形状変更届け出》―――――― 

 

会 長    次に報告第１号「農地等形状変更届出」について２件提出されています。

この件について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局    報告第 1号について、ご説明します。議案書８ページになります。 

番号 1 番。土地は○○町の田７筆、畑１筆、合計８筆の７１２㎡です。変

更理由は、水田の盛土を行い、高さを均一にしたい。ということで、変更時

期は承認後から令和５年２月２８日、盛土計画は高さ０.４ｍ土量６７２㎥、

変更後は米麦等を作るということです。 

番号２番。土地は○○町の田１筆、６６㎡です。変更理由は、隣地の宅地

造成に伴い、不整形地となる為、同時に嵩上げをおこない、今後は畑として

利用したい。ということで、変更時期は令和５年２月１日から令和５年１０

月３０日で盛土計画は高さ０.８ｍ土量４２㎥、変更後は野菜を作るというこ

とです。以上、２件ご報告いたします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。この２件について、地元委員さんから補足

説明があればお願いします。 

 

会 長    無いようですので、報告第１号「農地等形状変更届出」につきまして、ご

意見、ご質疑等があれば出していただきたいと思います。何かございません

でしょうか。 

 

○○番委員  田を畑にする場合は登記をするのかどうか言う話が出たかと思いますがそ

れはどうなったのですか。 
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事務局    登記については、田と畑は同じ農地なので法務局に確認したところ、農業

委員会の許可等無くても届出をすれば田から畑に変更できるということでし

た。税金にいては税務課に確認したころ、田から畑に変更したと申し出をす

れば税務課も現況主義ということで確認できれば畑として課税するいうこと

でした。 

 

○○番委員  課税は変わり、登記もすることが出来るということですね、分かりました。 

 

会 長    他に無いですか。なければ質疑をとどめます。これは報告事項ですので、

この程度にとどめます。 

 

―――――――――――――――――《閉  会》――――――――――――――――― 

 

会 長    それでは以上をもちまして、本日、準備された議案・報告等については、

すべて終了しました。これをもちまして、令和５年１月の農業委員会総会を

終わります。 

 

 


